
名取市公告第 99 号 

入 札入 札入 札入 札 公公公公 告告告告    

 制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の６

の規定により、次のとおり公告する。 

 

  平成２８年 ８月 １５日 

名取市長 山田 司郎 

 

１１１１    制限付き一般競争入札に付す業務制限付き一般競争入札に付す業務制限付き一般競争入札に付す業務制限付き一般競争入札に付す業務    

 (１) 業 務 名  第 53 号 28 浄修第 3 ゆりが丘ポンプ場吐出電動弁№3改修業務 

 (２) 業 務 場 所 名取市 高舘熊野堂字五反田山地内 

 (３) 工 期 契約締結の翌日から平成２９年２月２５日まで 

 (４) 入札担当課 名取市水道事業所 

 (５) 業務担当課 名取市水道事業所 浄水係(高舘浄水場) 

 (６) 業 務 概 要 吐出電動弁改修業務 

 φ125 電動弁、仕切弁、逆止弁の交換 1 式 

φ125 配管、電気配線敷設替 1 式 

ポンプ整備、試運転調整  1 式 

 (７) 契 約 条 件 ① 名取市契約規則による 

 ② 契約保証金 契約金額の１０％の額 

 ③ 前 払 金 有（４０％以内） 

 ④ 支払方法 出来高部分払 無（－回） 完成払 

 (８) 入 札 方 法 制限付き一般競争入札制限付き一般競争入札制限付き一般競争入札制限付き一般競争入札    事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型 

 

２２２２    入札参加資格入札参加資格入札参加資格入札参加資格    

 (１) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

 (２) 名取市競争入札参加資格者で、次の事項に全て該当すること。 

   ① 当該対象業務に対応する工事種類について、平成 27・28 年度名取市競争入札参加資格者名

簿に登載されている者であること。 

   ② 名取市登録業者に対する指名停止基準第３条第１項の規定による指名停止の期間中でない

者であること。 

   ③ 当該対象業務に建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 26 条よる主任技術者等必要かつ適

正な人員を配置することができる者であること。 

   ④ 建設業法第３条第２項に規定する機械器具設置工事の建設業者で、宮城県内に同条第 1 項

に規定する営業所のうち本店を有する者であること。 

   ⑤ 建設業法第 27条の 23に規定する営業事項審査の結果の機械器具設置工事の総合評定値（P）

が 550 点以上であること。 

   ⑥ 過去、10 年間において、同種（機械器具設置工事）の公共工事（修繕業務含む）を元請と

して施工した実績があること。 

 



 (３) 名取市入札契約に係る暴力団等排除措置要綱（平 20 年 10 月 29 日名取市告示第 121 号）別表

各号に規定する次のいずれかに該当するときは、入札に参加することはできない。なお、入

札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行為は、

入札に参加しようとする者の行為とみなす。 

   ① 入札に参加しようとする者の役員等（法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに

支店又は営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表

者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）

が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴対法」

という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である場合、又

は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 

   ② 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を

図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以

下「暴力団」という。）、暴力団員又は暴力団、暴力団員に協力し、関与する等これと関わ

りを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者（以下「暴力団関係

者」という。）の威力を利用するなどしていると認められるとき。 

   ③ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者（以

下「暴力団等」という。）又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法

人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力

し、又は関与していると認められるとき。 

   ④ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を

有していると認められるとき。 

   ⑤ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと

取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。 

 

３３３３    入札参加入札参加入札参加入札参加申請申請申請申請    

  入札参加希望者は、制限付き一般競争入札参加申請書（正副２部、内１部は受付印押印後返却）

を持参により提出しなければならない。 

ただし、事後審査型の場合は、確認書類等の申請時の同時提出は不要とする。 

 (１) 提 出 先 名取市水道事業所 浄水係 高舘浄水場 2 階事務室 

 (２) 提出期間 平成２平成２平成２平成２８８８８年年年年    ８８８８月月月月１５１５１５１５日（日（日（日（月月月月）から平成２）から平成２）から平成２）から平成２８８８８年年年年    ８８８８月月月月２４２４２４２４日（日（日（日（木木木木））））まで 

     ※ ただし、名取市の休日を定める条例（平成元年名取市条例第 16 号）第１条に規定する

市の休日を除き、午前８時３０分から午後５時００分までとする。（以下、４(１)、５(１)、

５(３)、９(３)において同様とする。） 

 

４４４４    設計図書の閲覧及び貸出設計図書の閲覧及び貸出設計図書の閲覧及び貸出設計図書の閲覧及び貸出    

 (１) 閲覧期間 平成２平成２平成２平成２８８８８年年年年    ８８８８月月月月    １５１５１５１５日（日（日（日（月月月月）から平成２）から平成２）から平成２）から平成２８８８８年年年年    ８８８８月月月月３０３０３０３０日（日（日（日（火火火火））））まで。まで。まで。まで。 

 (２) 閲覧場所 名取市水道事業所 高舘浄水場 2 階事務室 

 (３) 貸  出 設計図書等の貸出は、半日を限度とする。 

 



５５５５    設計図書に関する質問等設計図書に関する質問等設計図書に関する質問等設計図書に関する質問等    

 (１) 受付期間 平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年    ８８８８月月月月１８１８１８１８日（日（日（日（木木木木）から平成）から平成）から平成）から平成２２２２８８８８年年年年    ８８８８月月月月２６２６２６２６日（日（日（日（金金金金））））までまでまでまで 

＊ 質問は指定の用紙で社印を押印し、名取市水道事業所 高舘浄水場 ２階事務

室まで持参のこと。社印のない場合は無効とする。なお、質問が無い場合は、連

絡不要。 

 (２) 受付場所 水道事業所 浄水係 高舘浄水場 2 階事務室 

 (３) 質問回答 平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年    ８８８８月月月月２９２９２９２９日（日（日（日（月月月月）から平成）から平成）から平成）から平成２２２２８８８８年年年年    ８８８８月月月月３０３０３０３０日（日（日（日（火火火火））））まで、名取市

水道事業所 高舘浄水場 ２階事務室において閲覧に供する。 

＊ 入札参加者は、全ての質問内容を把握し、その内容が入札条件に含まれるもの

とする。 

 

６６６６    入札執行の日時及び場所入札執行の日時及び場所入札執行の日時及び場所入札執行の日時及び場所等等等等    

 (１) 日 時 平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年    ８８８８月月月月３３３３１１１１日日日日（（（（水水水水））））    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時００００００００分分分分 

 (２) 場 所 名取市役所名取市役所名取市役所名取市役所    ６６６６階階階階    大大大大会議室会議室会議室会議室    東側東側東側東側 

＊ 受付印の押印された制限付き一般競争入札参加申請書を持参すること。 

 (３) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8 に相当する額を加

算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 108 分の 100 に相当する金

額を入札書に記載すること。 

 (４) 初度の入札において予定価格と最低制限価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、再 

度の入札を行うものとし、入札回数は、初度の入札及び再度の入札を合わせ２回を限度とす

る。 

 (５) 郵送及び電報による入札は、認めない。 

 (６)  入札保証金は、免除する。 

 (７) 入札参加者は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127

号)第 12 条に規定する入札金額の内訳を記載した書類を持参し、最初の入札時に、入札執行

者の指示により提出することとし、書類の提出のない入札は無効とする。また、書類に不備

のある場合は原則無効とする。 

 

７７７７    入札の取り止め入札の取り止め入札の取り止め入札の取り止め    

  本公告に示した入札参加申請者の数が２に満たない場合、または、十分な競争性を確保し得ない

と判断する場合には、当該制限付き一般競争入札を取り止めることがある。 

 

８８８８    入札の無効入札の無効入札の無効入札の無効    

  本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反

した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者又は落札候補者としていた場合には、その決

定を取り消す。 

 

９９９９    入札参加資格の確認・落札者の決定入札参加資格の確認・落札者の決定入札参加資格の確認・落札者の決定入札参加資格の確認・落札者の決定方法方法方法方法    

(１) 落札者の決定方法については、開札後、落札決定を保留し、入札を行った者のうち、予定価



格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札候補者とし、入札参加資格の有無を審査し、

入札参加資格を有していると認められた場合には、その者を落札者として決定するものとする。 

(２)  確認書類の提出 

落札候補者は、以下に示す確認書類を入札日の翌日（当該日が市の休日の場合は、その翌日）

までに、水道事業所高舘浄水場まで持参することとし、提出期限内に確認書類が提出されないと

きは、当該落札候補者の行った入札は無効とする。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書 

   ② 配置予定の技術者に関する調書 

    ＊ 添付書類：主任（監理）技術者及び営業所専任技術者の、合格証明書・監理技術者資格

者証（表裏両面）・監理技術者講習修了証・健康保険証の各写し 

   ③ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書又は経営事項審査結果通知書の写し（直近

のもの） 

   ④ 建設業の許可書の写し又は許可証明書 

(３) 入札参加資格の審査及び落札者の決定 

   ① 入札参加資格の審査は、名取市競争入札実施要綱第７条の規定により審査する。 

   ② 入札参加資格の審査結果については、開札日の翌日より４日以内にＦＡＸにて通知する。 

   ③ 入札参加資格を有すると認められなかった者は、その理由について審査結果通知後２日以内

に書面で問い合わせをすることができる。 

 (４) 入札参加資格の審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していないと認められた場合に

は、当該落札候補者の入札を無効とし、次順位価格を提示した者を新たな落札候補者とし、入

札参加資格の審査を行うものとする。 

 (５) 入札参加資格の審査が終了し、入札結果が確定した場合は、その結果を名取市役所財政課及

び市のホームページにて公表する。 

 

11110000    その他その他その他その他    

 (１) 入札参加者は、名取市建設工事競争入札参加心得（平成 21 年名取市告示第 11 号）を遵守す

ること。 

 (２) 閲覧に供する設計図書には、積算時に文字等の記入はしないこと。 

 

11111111        連絡先連絡先連絡先連絡先    

(１) 詳細又は不明な点については、名取市水道事業所高舘浄水場  浄水係に照会のこと。 

   （名取市水道事業所高舘浄水場 浄水係 電話：０２２-３８２-２８２５ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



制限付き一般競争入札参加申請書制限付き一般競争入札参加申請書制限付き一般競争入札参加申請書制限付き一般競争入札参加申請書    

 

 

平成   年   月   日 

 

名 取 市 長 あて 

 

入札参加承認番号 

住 所 

会 社 名 

代 表 者 名                ㊞ 

 

平成   年   月   日付けで入札公告のありました下記業務について、入札参加

条件及び入札心得を承諾の上参加申請します。 

なお、この申請書は、事実と相違なく、落札し契約締結した場合は建設業法等関係法令の

遵守及び入札公告の条件に従うことを誓約します。 

 

記 

 

１ 業 務 名                                 

２ 許可を受けている建設業 

① 許可区分       □ 国土交通大臣・ □ 知事 

② 許可         □ 特定建設業 ・ □ 一般建設業 

③ 許可番号                   第      号 

④ 許可の有効期限    平成   年   月   日～ 

             平成   年   月   日 

⑤ 建設業の種類 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本申請書は２部を提出のこと。（申請時の確認書類等の添付は不要） 

※ 落札候補者となった場合は、指定した確認書類を提出すること。 



（様式第１号） 

一般競争入札参加資格確認申請書一般競争入札参加資格確認申請書一般競争入札参加資格確認申請書一般競争入札参加資格確認申請書    

 

 

平成  年  月  日 

 

 

  名 取 市 長 あて 

 

 

入札参加承認番号 

住 所 

会 社 名 

代 表 者 名               ㊞ 

 

平成  年  月  日付けで入札公告のありました下記業務に係る入札に参加する資格

について、確認されたく申請します。 

なお、この申請書及びその添付書類については、事実と相違なく、落札し契約締結した場

合は建設業法及び入札公告の条件に従い適正に技術者を配置することを誓約します。 

 

記 

 

１ 業 務 名 

 

２ 業務場所 

 

３ 添付書類（レでチェック） 

□ 配置予定の技術者に関する調書 

※ 添付書類：主任（監理）技術者及び営業所専任技術者の、合格証明書・監理技術者

資格者証（表裏両面）・監理技術者講習修了証・健康保険証の各写し 

□ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書又は経営事項審査結果通知書の写し（直 

近のもの） 

□ 建設業の許可書の写し又は許可証明書 

□ その他、入札公告で必要とした書類 

 

 

 

※ 申請書は１部を提出のこと。 

  なお、申請書類一式をホチキス等でまとめて綴じること。袋とじの必要はない。 



（様式第３号） 

配置予定の技術者に関する調配置予定の技術者に関する調配置予定の技術者に関する調配置予定の技術者に関する調書書書書    

主 
 

任 
 

技 
 

術 
 

者 

・ 

監 

理 

技 

術 

者 

会 社 名  

氏  名 （ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ）  

資 格 名 称 (注 1:該 当 条 項 )  

免許又は認定番号 (注 2)  

監理技術者資格者証番号  

施
工
管
理
経
験
（
注
３
・
類
似
工
事
） 

工 事 名      

発 注 者      

契約金額  

工  期  

受注形態(注 4) □単体・□共同企業体（□代表者・□構成員:出資比率   ％) 

工事内容 

 

 

営
業
所
専
任
技
術
者 

氏  名 （ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ）  

資格名称（注 1:該当条項）  

免許又は認定番号(注 2)  

監理技術者資格者証番号  

※ 添付書類：主任（監理）技術者主任（監理）技術者主任（監理）技術者主任（監理）技術者及び営業所専任技術者営業所専任技術者営業所専任技術者営業所専任技術者の、合格証明書・監理技術者資格者合格証明書・監理技術者資格者合格証明書・監理技術者資格者合格証明書・監理技術者資格者

証（表裏両面）・監理技術者講習修証（表裏両面）・監理技術者講習修証（表裏両面）・監理技術者講習修証（表裏両面）・監理技術者講習修了証・健康保険証の各写し了証・健康保険証の各写し了証・健康保険証の各写し了証・健康保険証の各写し 

 

注１ 配置予定の技術者が建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法第 15 条第２号ロ若しくは

ハに該当する場合、資格名称欄には該当する条項を記入してください。 

注２ 配置予定の技術者が建設業法第７条第２号イ若しくはロ又は同法第15条第２号ロに該当する場

合、免許又は認定番号欄は空欄としてください。 

注３ 施工管理経験の欄には、類似工事を施工した経験があれば必要最小限の具体的項目を記入して

ください。 

注４ 受注形態の欄には、単体又は共同企業体で受注の区分を記入してください。また、共同企業体

での受注の場合は、代表者か構成員かの区分を明記するとともに、出資比率も明記してください。 

 

注１ 施工実績は１件以上あれば可とします。 



（様式第９号） 

設 計 図 書 に 対 す る 質 問設 計 図 書 に 対 す る 質 問設 計 図 書 に 対 す る 質 問設 計 図 書 に 対 す る 質 問 書書書書    

 

業 務 件 名                              

 

商号又は名称                              

代表 者氏名                           ㊞  

 

質  問  事  項 回  答  事  項 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※ 回答については、閲覧とする。 

 


